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令和８年　第１回真狩村議会臨時会会議録 

　 

○開会及び閉会 

　開会　　　令和 8年 1月 22 日　午前 10時 40 分 

　閉会　　　令和 8年 1月 22 日　午前 11時 03 分 

 

○出席議員（8名） 

　　1番　　大　平　愼一郎　　　　2番　　大　町　　　徹 

　　3番　　安　藤　義　明　　　　4番　　佐々木　義　光　 

　　5番　　向　井　忠　幸　　　　6番　　福　田　恵　子 

　　7番　　陰　能　裕　一　　　　8番　　佐　伯　秀　範 

　 

○欠席議員（0名） 

 

○出席説明員 

　　村　長　　　　岩　原　清　一　　　　　副村長　　　　長　船　敏　行 

　　教育長　　　　齊　藤　信　之　　　　　総務課長　　　松　枝　主　範 

　　企画情報課長　野　村　　　稔　　　　　住民課長　　　秋　山　秀　敏 

　産業課長　　　谷　口　泰　之　　　　　建設課長　　　工　藤　秀　三　 

　　保育所長　　　藤　本　　　篤　　　　　教育次長　　　高　橋　和　義 

 

○出席議会事務局職員 

　　事務局長　　　馬　渕　拓　哉　　　　　書　記　　　　森　　　妙　子 

 

○議事日程 

　　1　　会議録署名議員の指名について 

　　2　　会期の決定について 

　　3　　承認第 1号　専決処分の承認を求めることについて 

　　　　　　　　　　　(令和 7年度　真狩村一般会計補正予算(第 10号)) 

　　4　　議案第 1号　令和 7年度　真狩村一般会計補正予算(第 11 号） 

　　5　　議案第 2号　令和 7年度　真狩村簡易水道事業会計補正予算(第 4号） 
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

 10：40 

開会 

 

 

 

 

日程１ 

 

 

 

 

日程 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 3

議 長 

(佐伯秀範) 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

副 村 長 

(長船敏行)

　ただいまの出席議員数は、8人です。 

　定足数に達しておりますので、ただいまから令和 8 年第 1回真狩村議

会臨時会を開会します。 

　これから本日の会議を開きます。 

　本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

　日程　１ 

　会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定によって、2 番　大町徹

君及び、5番　向井忠幸君を指名します。 

 

　日程　２ 

　会期の決定についてを議題とします。 

　本臨時会の会期は、本日 1日としたいと思います。 

　御異議ありませんか。 

　（異議なし） 

 

　異議なしと認めます。 

　したがって会期は、本日 1日と決定しました。 

 

　諸般の報告を行います。 

　第 1に、本臨時会に村長から別冊のとおり提出がありましたので、お

手元に配布しております。 

　次に、真狩村監査委員から令和 7年 11 月分、12 月分の例月出納検査

結果報告がありましたので、お手元に配布しております。 

　次に、本臨時会に出席を求めた者及び、説明員として出席通知のあり

ました者の職氏名を一覧にしてお手元に配布しております。 

　　 

　日程　３ 

　承認第 1 号　専決処分の承認を求めることについて(令和 7 年度　真

狩村一般会計補正予算(第 10号)）を議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　副村長　長船君 

 

　承認第 1号　専決処分の承認を求めることについて 

　地方自治法 179 条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分したの
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長

で、同条第 3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

　令和 8年 1月 22 日提出 

　真狩村長　岩原清一 

 

　次のページをお開きください。専決処分書となっております。令和 8

年 1月 6日に専決処分をいたしました。 

次のページ以降により、専決処分した補正予算につきまして説明をい

たします。 

 

令和 7年度真狩村一般会計補正予算(第 10 号） 

令和 7 年度真狩村一般会計補正予算(第 10 号）は、次に定めるところ

による。 

第 1 条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 39 万 6 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30 億 2,665 万円とする。 

第 2項　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表　歳入歳出予算補正」によ

る。 

令和 8年 1月 6日専決 

真狩村長　岩原清一 

 

それでは歳出より説明しますので、7ページをお開きください。 

10 款、4項、4目、10 節　需用費、施設等維持修繕 39 万 6 千円の追加

です。耕心寮の女子棟の暖房用温水ボイラーの熱交換器内が経年劣化に

より腐食し、床暖房の温度が上がらなくなったため、熱交換器の取替修

繕を行うもので、生徒が帰宅している冬休み期間中に修繕する必要があ

り緊急を要するため、専決処分いたしました。 

歳出合計、補正前の額 30 億 2,625 万 4 千円、補正額 39 万 6 千円の追

加、補正後の額 30億 2,665 万円となるものです。 

次に歳入を説明しますので、6ページを御覧ください。 

10 款、1 項、1目、1節　地方交付税、普通交付税 39 万 6 千円の追加

です。歳入歳出予算の調整のため追加しました。 

歳入合計、補正前の額 30 億 2,625 万 4 千円、補正額 39 万 6 千円の追

加、補正後の額 30億 2,665 万円となるものです。 

以上、御承認のほどよろしくお願いいたします。 

 

ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 4

(佐伯秀範) 

 

 

議 長 

(佐伯秀範) 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

副 村 長 

(長船敏行)

す。 

　質疑はありませんか。（なし） 

 

　質疑なしと認めます。 

　これで質疑を終わります。 

 

　これから討論を行います。 

　討論はありませんか。（なし） 

 

　討論なしと認めます。 

　これで討論を終わります。 

 

　これから承認第 1 号　専決処分の承認を求めることについて(令和 7

年度　真狩村一般会計補正予算(第 10号)）を採決します。 

　お諮りします。本案は、承認することに御異議ありませんか。 

　（異議なし） 

 

　異議なしと認めます。 

　承認第 1 号　専決処分の承認を求めることについて(令和 7 年度　真

狩村一般会計補正予算(第 10号)）は、承認することに決定しました。 

 

　日程　４ 

　議案第 1 号　令和 7 年度　真狩村一般会計補正予算(第 11 号)を議題

とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　副村長　長船君 

 

　議案第 1号　令和 7年度真狩村一般会計補正予算(第 11 号) 

　令和 7年度真狩村一般会計補正予算(第 11 号)は、次に定めるところに

よる。 

　第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,191 万 4 千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31 億 856 万 4 千円とす

る。 

　第 2項　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表　歳入歳出予算補正」によ

る。
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

 　第 2条　地方自治法第 213 条第 1項の規定により翌年度に繰り越して

使用することができる経費は、「第 2表　繰越明許費」による。 

　令和 8年 1月 22 日提出 

　真狩村長　岩原清一 

 

　それでは歳出より説明しますので、9ページをお開きください。 

　2款、1項、7目、10節　需用費、印刷製本費 34万 2千円の追加です。

11 節　役務費 75 万 5 千円の追加です。内訳として、通信運搬費 64万円

の追加、口座振込手数料 11 万 5 千円の追加です。18節　負担金,補助及

び交付金 3,607 万 4 千円の追加です。内訳として、エネルギー等価格高

騰対応支援給付金 2,635 万円の追加、食料品価格高騰対応商品券配布事

業補助金 972 万 4千円の追加です。 

これらの補正につきましては、国が実施するエネルギー・食料品価格

等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援するための、物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、以下臨時交付金と呼ばせてい

ただきますが、これを活用して、物価高騰に対し村民の負担軽減及び地

域経済の活性化を図るため、村民 1人当たり 1万円、さらに 65歳以上の

高齢者には、1万円を加算して給付するもので、対象者 1,935 人、加算さ

れる高齢者 700 人を見込み予算措置しております。また、1人当たり 5千

円の商品券を配布するものです。それと、事務費として、給付金の振込

手数料、商品券の印刷及び送付する経費などを追加するものです。 

　4 項、3 目　衆議院議員総選挙費 940 万 6 千円の追加です。1 月 23 日

に衆議院の解散、1 月 27 日公示、2月 8日投開票日の日程で実施する旨

の首相の表明があり、解散後公示まで日数がなく、選挙に必要な物品の

発注や業務委託の契約などを早急に行う必要があり、解散前ではありま

すが、このタイミングで執行経費を予算措置するものです。 

　1節　報酬 47 万 6 千円、10 ページの 3節　職員手当等 239 万 5 千円、

10 節　需用費 13 万 9 千円、11 節　役務費 28万 7千円、12 節　委託料 62

万 2千円、11ページの 13 節　使用料及び賃借料 31 万 7 千円、17 節　備

品購入費 517 万円を追加するものです。備品の購入については、開票作

業の改善と時間短縮を図るため、投票用紙を分類し集計する機器を購入

するもので、全道で約 89％の市町村で導入されており、全額国の委託金

で賄われます。 

　3款、1項、3目、14節　工事請負費、高齢者生活支援ハウスのエアコ

ン設置工事 420 万円の追加です。臨時交付金を活用し、猛暑に対する入

居者の安全を確保するため、共有スペースにエアコンを設置するのです。
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

 この他の施設にもエアコン設置工事を計上しておりますが、同趣旨で

ありますので、この後の説明は省かせていただきます。 

　2項、1目、10 節　需用費、消耗品費 10 万円の追加です。11節　役務

費 3万 4千円の追加です。内訳として、通信運搬費 1万 7千円の追加、12

ページの口座振込手数料 1万 7 千円の追加です。18 節　負担金,補助及

び交付金 602 万円の追加です。内訳として北海道自治体情報システム協

議会負担金 22万円の追加、物価高対応子育て応援手当 580 万円の追加で

す。 

これらの補正につきましては、臨時交付金とは別枠で国が実施する物

価高対応子育て応援手当については、各自治体を通じて支給することに

なっており、物価高の中、子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな

成長を応援するため、高校生年代までの子ども 1人当たり 2万円をプッ

シュ型で支給するもので、対象者 150 世帯 290 人を見込み予算措置して

おります。 

　それと、これらの事務費として、コピー用紙等の消耗品、決定通知の

送付、補助金の振込、補助金の支給に伴う「システム」の改修等の経費

を追加するもので、全額国の補助金で賄われます。 

　2目、14 節　工事請負費、保育所の給食室エアコン設置工事 270 万円

の追加です。 

　3目、22 節　償還金,利子及び割引料、国庫負担金返還金 3万 5千円の

追加です。前年度の児童手当負担金の額の確定により返還するものです。

昨年の 10月に子育てに係る経済的支援の強化等の一環として、児童手当

の抜本的拡充が実施されましたが、制度の改正前と改正後でそれぞれ精

算する必要がありますので、改正前では返還、改正後ではこの後歳入で

説明しますが、追加交付となりましたので、それぞれ予算措置するもの

です。 

　5目、14 節　工事請負費、子育て支援センターのエアコン設置工事 100

万円の追加です。 

4 款、3項、1目、13ページの 18節　負担金,補助及び交付金、簡易水

道事業会計補助金 272 万円の追加です。臨時交付金を活用し、全世帯の

2 か月分の水道基本料金の減免を行うための財源として追加するもので

す。 

6 款、1項、4目、18 節　負担金,補助及び交付金、農業経営継続支援

事業給付金 510 万円の追加です。臨時交付金を活用し、価格高騰の影響

で消費の落ち込みによる農業収入の減少や生産資材の高騰などにより経

営の安定に支障が生じていることから、農業経営の継続支援として、令
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

 和 6年の農業収入が 100 万円以上の農業経営体に一律 5 万円を給付する

もので、102 経営体を見込み予算措置しております。 

7 目、18 節　負担金,補助及び交付金、畜産業物価高騰対策支援事業補

助金 180 万円の追加です。臨時交付金を活用し、近年の配合飼料、燃料、

電気代、農業資材等の価格高騰などにより畜産経営の安定に支障が生じ

ていることから、経営の継続支援として、令和 8年度配合飼料価格差補

填数量契約の対象となる配合飼料の購入に対し、1 トン当たり 1,500 円

以内、上限額 7万 5千円を補助します。また、家畜伝染病予防法に規定

する知事へ定期報告を行っている 4か月齢以上の乳用牛・肉用牛 1頭当

たり 1,500 円以内、3 か月齢以上の豚 1 頭当たり 500 円以内、それぞれ

上限額 15 万円を補助するもので、畜産業 13 経営体を見込み予算措置し

ております。 

7 款、1項、1目、11 節　役務費、振込手数料 2千円の追加です。18 節

負担金,補助及び交付金、14 ページのエネルギー等価格高騰対応商業等

支援給付金 353 万 2 千円の追加です。臨時交付金を活用して、物価高騰

の影響を受けた村内の商工業や医療、社会福祉などの事業者に対し、本

村の経済の安定と地域活力の増進を図るため、令和 7 年の売上げが 100

万円以上の事業者を対象に商工業者 5万円、医療法人 20 万円、社会福祉

法人 30 万円を給付するもので、事業者数 62 を見込み予算措置しており

ます。それと、事務費として、給付金を振り込む経費を追加するもので

す。 

10 款、6 項、1目、14 節　工事請負費、給食センターのエアコン設置

工事 768 万円の追加です。 

2 目、18 節　負担金,補助及び交付金、全道大会等出場補助金 41 万 4

千円の追加です。2月 3日から 6日、長野県野沢温泉村で開催される「全

国中学校スキー大会」のクロスカントリー競技に男子 1 名が出場いたし

ます。指導者 1名、引率者 1名分も含め、その出場経費を補助するもの

です。 

　歳出合計、補正前の額 30 億 2,665 万円、補正額 8,191 万 4 千円の追

加、補正後の額 31億 856 万 4 千円となるものです。 

次に歳入を説明しますので、7ページを御覧ください。 

10 款、1項、1目、1節　地方交付税、普通交付税 645 万 1 千円の追加

です。歳入歳出予算の調整のため追加いたしました。 

14 款、1項、1目、2節　児童手当負担金、児童手当過年度負担金 5万

2 千円の追加です。歳出で説明したとおり、前年度の児童手当負担金の

額の確定により追加するものです。
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(佐伯秀範) 

 

 

〃 

 

 

〃

2 項、1目、6節　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 6,019 万

1 千円の追加です。歳出で説明した給付金等の財源とするものです。 

2 目、2節　児童福祉費補助金、物価高対応子育て応援手当支給事業費

補助金 615 万 4 千円の追加です。歳出で説明した補助金の財源とするも

のです。 

3 項、1目、１節　総務管理費委託金、衆議院議員総選挙執行経費 906

万 6千円の追加です。選挙の執行に対する国の委託金となります。 

8 ページの歳入合計、補正前の額 30 億 2,665 万円、補正額 8,191 万 4

千円の追加、補正後の額 31億 856 万 4 千円となるものです。 

次に 4ページを御覧ください。 

第 2表　繰越明許費について、次年度に繰り越して実施する事業とし

て、2款、1項、事業名、食料品価格高騰対応商品券配布事業、金額 1,041

万円です。事業概要については、歳出で説明したとおりですが、事業期

間が商品券の有効期限となる 8 月 31 日以降となることから繰越しする

ものです。 

3 款、1 項、事業名、高齢者生活支援ハウスエアコン設置事業、金額

420 万円です。3款、2項、事業名、保育所給食室エアコン設置事業、金

額 270 万円です。3款、2項、事業名、子育て支援センターエアコン設置

事業、金額 100 万円です。一つ飛ばして、10 款、6項、事業名、給食セ

ンターエアコン設置事業 768 万円です。これらについては、エアコンの

室外機の設置など雪解け後でないとできない作業があることから繰り越

すものです。 

6 款、1 項、事業名、畜産業物価高騰対策支援事業、金額 180 万円で

す。本年度分は、村単独事業で予算措置しており、来年度分の対策とし

て繰り越すものです。 

　以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

　ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。 

　質疑はありませんか。（なし） 

 

　質疑なしと認めます。 

　これで質疑を終わります。 

 

　これから討論を行います。 

　討論はありませんか。（なし）
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 5

議 長 

(佐伯秀範) 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

副 村 長 

(長船敏行)

　討論なしと認めます。 

　これで討論を終わります。 

 

　これから議案第1号　令和7年度　真狩村一般会計補正予算(第11号)

を採決します。 

　お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

　（異議なし） 

 

　異議なしと認めます。 

　議案第 1号　令和 7年度　真狩村一般会計補正予算(第 11号)は、原案

のとおり可決されました。 

 

　日程　５ 

　議案第 2号　令和 7年度　真狩村簡易水道事業会計補正予算(第 4号)

を議題とします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　副村長　長船君 

 

　議案第 2号　令和 7年度真狩村簡易水道事業会計補正予算(第 4号） 

　第 1条　令和 7年度真狩村簡易水道事業会計の補正予算(第 4号）は、

次に定めるところによる。 

　第 2条　令和 7年度真狩村簡易水道事業会計予算第 3 条に定めた収益

的収入の予定額を次のとおり補正する。 

　収入　第 1款　簡易水道事業収益　補正予定額は総じてゼロとなるこ

とから、金額の増減はありません。 

　令和 8年 1月 22 日提出 

　真狩村長　岩原清一 

 

それでは補正の内容について、第 2条の収益的収入及び支出の収入を

説明しますので、3ページの補正予算明細書をお開きください。 

　1款、1項、1目、1節　給水収益、水道使用料 272 万の減額です。臨

時交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による村民へ

の影響緩和のため、全世帯の 2 か月分の水道基本料金、1 世帯当たり

2,720 円となりますが、減免を行うものです。世帯数は、月平均 1,000 世

帯を見込んでおります。これにより、1 項　営業収益の補正後の額は
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 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：03 

閉会

 

 

 

 

 

 

議 長 

(佐伯秀範) 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃

3,946 万 7 千円となります。 

2 項、1目、1節　他会計補助金 272 万円の追加です。減免する財源を

臨時交付金として、一般会計からの補助金を追加するものです。これに

より、2項　営業外収益の補正後の額は 7,962 万 3千円となります。 

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。（なし） 

 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。（なし） 

 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

これから議案第 2号　令和 7年度　真狩村簡易水道事業会計補正予算

(第 4号)を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（異議なし） 

 

異議なしと認めます。 

　議案第 2号　令和 7年度　真狩村簡易水道事業会計補正予算(第 4号)

は、原案のとおり可決されました。 

 

　以上で、本日の日程は全部終了しました。 

　会議を閉じます。 

　これで、令和 8年第 1回真狩村議会臨時会を閉会します。 

　お疲れ様でした。



11 

 議 事 の 経 過

 日 程 発 言 者 発 言

  

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、 
　ここに署名する。 
 

 

 

議　長　　佐　伯　秀　範（原本自署） 

 
 
 

　　　　　議　員　　向　井　忠　幸（原本自署） 

 
 
 

　　　　　議　員   大　町　　　徹（原本自署） 

 

 

 
 


